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川崎市職員措置請求について（公表） 

 

 

令和４年９月７日付けをもって受理した標記の請求について、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４２条第５項の規定に基づき監査を実施しましたので、請求

人に対する通知文を別紙のとおり公表します。 

 

 

 

川崎市監査委員  大 村 研 一     

同        植 村 京 子     

 



 

 

（別紙） 

 

４川監第５８４号 

令和４年１１月４日 

 

 

   かわさき市民オンブズマン 

    代表幹事 川口 洋一  様 

    同    渡辺 登代美 様 

 

 

川崎市監査委員  大 村 研 一    

同        植 村 京 子    

 

 

川崎市職員措置請求について（通知） 

 

令和４年９月７日付けをもって受理した標記の請求について、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４２条第５項の規定に基づき監査を実施しましたので、その

結果を次のとおり通知します。 
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監査の結果 

第１ 監査委員の除斥 

本件措置請求において、浅野文直監査委員及び山田晴彦監査委員については、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第１９９条の２の規定により除

斥とした。 

 

第２ 請求の受付 

 １ 請求の内容 

本件措置請求は、別紙１（事実証明書は添付省略）のとおり、市が秋田恵前議員（以

下「秋田前議員」という。）に対する違法な支出に充てられた政務活動費の返還請求権

を行使することを怠っていることから、これを行使するよう川崎市長に対し勧告する

ことを求めている。 

 

 ２ 請求の受理 

本件措置請求は、所定の要件を具備しているものと認め、令和４年９月７日付けでこ

れを受理し、監査対象局を議会局とした。 

 

第３ 監査の実施 

 １ 請求人の陳述 

監査の実施に当たり、法第２４２条第７項の規定に基づき、令和４年１０月４日、請

求人から陳述の聴取を行った。請求人の陳述の際、同条第８項の規定に基づき、議会局

の職員（以下「関係職員」という。）の立会いがあった。 

請求人が本件措置請求の要旨を補足した内容は、おおむね別紙２のとおりである。 

 

２ 関係職員の陳述 

法第２４２条第８項の規定に基づき、令和４年１０月４日、関係職員から陳述の聴取

を行った。関係職員からは、「住民監査請求に係る考え方」（添付省略）の提出があった。

関係職員の陳述の際、同項の規定に基づき、請求人の立会いがあった。 

関係職員が説明した内容は、おおむね別紙３のとおりである。 

 

 ３ 関係人調査 

法第１９９条第８項の規定に基づき、令和４年１０月１７日、本件措置請求に係る事

実関係の確認のため、関係人調査を行った。 

関係人調査の対象は、秋田前議員とした。 
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 ４ 監査対象事項 

本件政務活動費の支出に関して、市長に違法又は不当に財産の管理を怠る事実があ

るかを監査対象とした。 

 

第４ 監査の結果 

 １ 前提事実の確認等 

関係各資料の調査の結果、本件に関する前提事実は以下のとおりである。 

  (1) 政務活動費について 

ア 概要 

政務活動費は、法第１００条第１４項から第１６項までの規定を根拠とするもの

で、川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例（平成１３年川崎市条例第１１

号。以下「条例」という。）及び川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例施

行規則（平成１３年川崎市規則第１６号。以下「規則」という。）に基づき、会派及

び議員に対し、川崎市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の

一部として交付される。市政に関する会派及び議員の調査研究その他の活動を充実

し、議会の審議能力の向上、議会の活性化に資することを目的としているものであ

り、川崎市議会が作成した「政務活動費の運用指針（以下「指針」という。）」によ

ると、その使途について市民に説明責任を負うことを認識して、適正に使用するこ

とが求められている。 

また、政務活動費の運用の基本的指針として、次の４点が挙げられている。 

(ｱ) 政務活動について 

普通地方公共団体の議会は、条例の制定及び改廃、予算の決定、重要な契約の

締結並びに財産の取得及び処分等について議決権を有する。 

さらには、近時の社会情勢の複雑化に伴い、多様化・高度化する地域住民の要

求に応えるための行政施策等に対する迅速かつ適切な審議が求められている。

こうした中、議会の構成員である議員ないし会派には、地方行政等に関する諸

制度、当該地方公共団体の抱える政治的、行政的諸課題、さらには諸外国の動向

等に対する広範な知識が必要とされ、これらについての不断の調査研究等の活

動が不可欠となっており、議員活動の活性化を図るため、要する経費の一部を

政務活動費として交付するものである。 

(ｲ) 実費弁償の原則 

政務活動費は、市政調査研究その他の活動のために、実際に要した費用に充当

する実費弁償を原則とする。 

(ｳ) 按分による支出 
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会派及び議員による、「調査研究その他の活動」（政務活動）と、それ以外の

「政党活動」、「選挙活動」、「後援会活動」などが渾然一体となって行われ、調査

研究その他の活動に資する部分が明らかで無い場合は、全額を政務活動費によ

って支出することは不適当であり、他の活動の実績に応じて按分し支出する按

分の考え方を導入すべきものと考える。 

(ｴ) 執行にあたっての原則 

政務活動費の使途については、指針によるほか、会派又は交付対象議員の自律

的な判断に委ねられているため、政務活動費が調査研究その他の活動に資する

ため必要な経費を賄うものであることを踏まえ、会派及び交付対象議員の責任

において適正な執行に努めることとする。 

政務活動費が公金であることから、使途内容についての透明性確保が求めら

れているため、会派又は交付対象議員において市民への説明責任を果たすとと

もに、支出伝票及び政務活動記録票における説明の充実等に努めることとする。 

 

イ 政務活動費の交付対象と充てることができる経費 

政務活動費の交付対象は、条例第３条では、会派及び当該会派の議員で、議員１

人当たりにおいて①会派に対して月額４５０，０００円又は②会派・議員に対して、

会派に月額５０，０００円、議員に月額４００，０００円のいずれかの選択制とし

て、所属議員数を乗じて得た額を会派に交付するとしている。 

政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例第１０条別表に、次のとお

り規定されている。 

経費の区分 
支出できる経費 

内容 種類 

１ 調査研究費 会派又は交付対象議員が市

の事務、地方行財政等に関し

て調査研究をするのに要する

経費 

会場借上料、委託料、講師謝

礼、食糧費、印刷製本費、消耗

品費、資料購入費、旅費、バス

等借上料、出席負担金等 

２ 研修費 会派又は交付対象議員が研

修会を開催し、又は他の団体

等が開催する研修会に参加す

るのに要する経費 

会場借上料、委託料、講師謝

礼、食糧費、印刷製本費、消耗

品費、資料購入費、旅費、出席

負担金等 

３ 広報・広聴費 会派又は交付対象議員がそ

の活動若しくは市政について

市民に広報し、又は市民の要 

会場借上料、印刷製本費、ホー

ムページ等製作費、食糧費、送

料、旅費等 
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 望、意見等の聴取若しくは市

民相談を行うのに要する経費 

 

４ 要請・陳情活

動費 

会派又は交付対象議員が国

等に対する要請又は陳情の活

動を行うのに要する経費 

印刷製本費、旅費等 

５ 会議費 会派又は交付対象議員が各

種会議を開催し、又は他の団

体等が開催する意見交換会等

各種会議に参加するのに要す

る経費 

会場借上料、委託料、食糧費、

印刷製本費、消耗品費、資料購

入費、旅費、出席負担金等 

６ 資料費 会派又は交付対象議員がそ

の活動に必要とする資料を購

入し、若しくは利用し、又は

作成するのに要する経費 

印刷製本費、委託料、図書雑誌

購入費、新聞購読料、データベ

ース利用料等 

７ 人件費 会派又は交付対象議員がそ

の活動の補助者を雇用するの

に要する経費 

報酬・日当、交通費、社会保険

料等 

８ 事務費 会派又は交付対象議員がそ

の活動に係る事務を処理する

のに要する経費 

消耗品費、事務機器・備品等賃

借料、事務機器・備品等購入

費、電話料、送料等 

９ 事務所費 会派又は交付対象議員がそ

の活動に必要な事務所の設置

及び管理に要する経費 

事務所賃借料、維持管理費等 

 

ウ 交付等の事務手続の流れ 

(ｱ) 交付申請手続（条例第５条第１項） 

政務活動費の交付を受けようとするときは、会派の代表者及び交付対象議員

は、年度当初に議長を経由して市長に申請する。 

(ｲ) 交付決定（条例第５条第２項） 

市長は、交付申請があったときは、その内容を審査し、交付の決定をしたとき

は、議長を経由して会派の代表者又は交付対象議員に通知する。 

(ｳ) 支出請求（規則第３条、第８条） 

会派の代表者及び交付対象議員は、毎月政務活動費の請求を行う。政務活動費

は毎月１０日に交付される。 
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(ｴ) 政務活動費の活用、整理・調製（条例第９条、指針） 

政務活動費の交付を受けている会派は、政務活動費に関する経理を的確に処

理するため、所属議員の中から経理責任者１人を置かなければならない。また、

交付対象議員は、交付を受けた政務活動費の経理を的確に処理しなければなら

ない。政務活動費を活用する際には、支出伝票の作成、領収書等の整理（支出伝

票に貼付等）、会計帳簿の記帳等を行う。また、四半期ごとに支出伝票、領収書

等、会計帳簿等の整理・調製を行う。 

(ｵ) 収支報告書等の提出（条例第１１条、指針） 

会派の代表者及び交付対象議員は、交付翌年度の４月３０日までに、交付に係

る収入及び支出について議長に報告する。この場合、収支報告書のほか、支出伝

票一覧表（写し）、支出伝票（写し）、領収書等（写し）、政務活動記録票（写し）

等を提出する。議長はこれらの提出があったときは、速やかにその写しを市長

に提出する。 

(ｶ) 剰余金の返還（条例第１２条、規則第１１条） 

交付された政務活動費に剰余金が生じた場合、会派の代表者及び交付対象議

員は、市長の発行する納付書により、速やかに返還を行う。 

(ｷ) 議会局による点検・確認作業、閲覧準備等（指針） 

議会局は、会派の代表者又は交付対象議員から提出された収支報告書等を閲

覧に供するに当たり、記載・押印漏れ、添付書類の不備、費用弁償との重複、按

分率等の説明漏れ及び合計額等の確認などの形式的要件の確認を行うとともに、

個人情報のマスキングを行う。 

(ｸ) 収支報告書等の閲覧（条例第１５条、規則第１４条） 

議長は、交付翌年度の６月３０日から収支報告書等を一般の閲覧に供する。 

(ｹ) 関係帳簿の保管（規則第９条、指針） 

会派の経理責任者及び交付対象議員は、収支報告書、支出伝票一覧表、支出伝

票、領収書等、会計帳簿関係書類、事務所台帳等を収支報告書提出日の属する年

度の翌年度の４月１日から起算して５年間保管する。 

 

(2) 秋田前議員による支出について 

請求人が対象としている令和３年度の政務活動費の支出は、次のとおりである。 

合同会社Ｍｏｒｉ Ｌａｂｏ（以下「Ａ社」という。）に対し、調査研究費として、

合計１，５４０，０００円（以下「本件調査研究費」という。）、及び、事務所費と

して、事務所賃借料及び光熱水費の合計２，３０７，０８９円（令和３年４月１日

～令和４年３月３１日分、以下「本件事務所費」という。）を支出した。 
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２ 監査委員の判断 

(1) 政務活動費の性格について 

法第１００条第１４項では、「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、

その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、そ

の議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる」とし、

条例第２条では、「会派（所属議員が１人である場合を含む。以下同じ。）及び議員

は、政務活動費の交付が、市政に関する会派及び議員の調査研究その他の活動を充

実し、議会の活性化に資することを目的としていることを認識し、政務活動費を適

正に使用しなければならない」としている。 

政務調査費に関しては、「議員の調査研究活動は多岐にわたり、個々の経費の支出

がこれに必要かどうかについては議員の合理的判断に委ねられる部分がある」（最高

裁第三小法廷平成２２年３月２３日判決）とされ、その執行について「監査委員を

含め区の執行機関が、実際に行われた政務調査活動の具体的な目的や内容等に立ち

入ってその使途制限適合性を審査することを予定していないと解される」（最高裁第

一小法廷平成２１年１２月１７日判決）とされている。 

これらの判例の趣旨を踏まえると、政務調査費の後身である政務活動費は、関係

法令を遵守するとともに、政務活動費をどのように使用するかは、会派及び議員の

自主性が尊重されなければならない一方で、政務活動費が市の公金であることから、

使途内容について透明性の確保と説明責任が求められるといえる。 

 

(2) 本件各支出の違法又は不当性に係る主張及び証拠提出について 

政務活動費の交付を受けた議員に対する不当利得返還請請求権を行使するよう、

関係職員に対して勧告するよう求める住民監査請求による監査において、当該政務

活動費が指針に適合しない使途に充てられたこと（当該議員の支出が指針に適合し

ないこと）は、不当利得返還請求権の発生原因事実であるから、まず、当該請求権

があると主張する者（住民）において主張し、証拠（事実証明書）を提出すべきも

のといえる。 

ところで、法及び条例によれば、議員は、政務活動に係る収支について、政務活

動費の収入及び支出の総額、支出項目別の額及び当該項目ごとの主たる内容を記載

した収支報告書を提出するとともに、これに領収書その他の書類を添付しなければ

ならないとされている（法第１００条第１５項、条例第１１条第１項及び第２項）

から、住民は上記収支報告書の写しを入手する等の方法により、政務活動費の支出

の内容を概括的に知ることができる。 

そうすると、住民により、その知り得た支出内容から、例えば少なくとも指針に



 

7 
 

反する支出であることを示すなどして、当該支出が指針に反する疑いがあることを

基礎づける事実が示されたときには、当該各支出の具体的な使途を最もよく知る当

該議員は、関係人調査（法第１９９条第８項）において、自ら、当該支出が指針に

適合しないとはいえないことを基礎づける事実について主張して証拠を提出すべき

であって、当該議員において、そのような主張及び証拠提出を怠ったときは、その

ような活動自体も総合的に斟酌した上で、当該支出が指針に適合しないといえるか

どうかを判断するべきであると思料する。 

かかる観点から、本件各支出の違法性・不当性について、以下、検討する。 

 

(3) 本件各支出が違法又は不当であるかについて 

ア 調査研究費について 

請求人は、本件調査研究費として支出した合計１，５４０，０００円について、

支出先であるＡ社は、同社のホームページに占いに関する記載があるのみで、政務

活動に関する調査研究とは無関係であり、これらの委託先として選定した理由に疑

義があることから、当該調査研究費の支出は適当ではない旨主張している。 

以下、本件調査研究費の支出が違法といえるかについて検討する。 

 (ｱ) 調査結果 

関係人の提出資料及び調査によって認められた事実は、以下のとおりである。 

Ａ社の履歴事項全部証明書によると、設立は令和元年９月３０日、代表社員及

び業務執行社員は１名、業務目的は「占い」のほか、「人材育成、能力開発のため

の教育事業」、「医療、介護、保健衛生に関するコンサルティング業務」、「コンピ

ュータのソフトウェア及びハードウェアの企画、研究、開発、設計、製造、販売、

保守、リース」等の１８の項目を掲げる法人である（秋田前議員提出資料別添５）。 

調査研究に関し、秋田前議員は、同年１０月４日付けでＡ社とコンサルティン

グ契約を締結しており、報酬については、依頼１件当たり１，０００，０００円

以内で５０，０００円単位と定められている（秋田前議員提出資料別添７）。 

本件調査研究費の内訳は、次のとおりである。 

支出伝票件名 金額（円） 支出日 
ＩＣＴ活用に関する調査研究費 440,000 令和３年６月２４日 

ワクチン接種技術に関する調査研究費 440,000 令和３年６月２８日 

議会局費に関する調査研究費 660,000 令和４年３月２２日 

 

秋田前議員は、関係人調査の際、Ａ社は、さまざまな分野のコンサルタント業

務を行っている法人で、一般には連絡先を公開しておらず、請求人の主張するホ
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ームページはＡ社のものではなく、かねてよりの占いブランドとしてのものであ

り、同社の履歴事項全部証明書の事業目的には、本件調査研究費に関する内容が

含まれており、問題はないとの説明をしている。 

また、秋田前議員によれば、政務調査を依頼する法人の選定として、他の本市

議会議員から紹介されたコンサルティング会社に相談したところ、依頼１件あた

り３，０００，０００円以上は必要であり高額であったことから、代表社員にコ

ンサルティング実績もあり、かつ１件あたりが１，０００，０００円以内かつ５

０，０００円単位のＡ社であれば、新規の無所属議員会派で年間の調査依頼数が

推測できない状況においても対応が可能であると判断し、同社に対して調査等を

依頼するようになったとしている。 

秋田前議員は、本件調査研究費の対象となった成果物自体は提示も提出もしな

かったが、関係人調査（意見聴取）後、調査報告書として、本件調査研究費ごと

に報告書（件名ごとに１枚、合計３枚）を提出し、各報告書には、①調査研究費

の件名、②調査期間、③調査結果内容（調査依頼事項に関する情報収集・調査及

びデータ解析の実施・資料作成、データ解析についての随時報告、データ解析結

果の解説及び所見報告等をした旨が記載された書面）、④備考（参考リンク）、⑤

報告者（Ａ社）が記載されている（秋田前議員提出資料別添１９） 

なお、市によれば、秋田前議員の令和３年度の政務活動費における調査研究費

について、同議員から提出された３枚の調査報告書、報告書ごとの表紙を確認し、

書類の記載・押印漏れ等の形式的要件を点検し、違反や誤り等のないことを確認

したとしている。 

(ｲ) 判断 

指針によると、「調査研究費は、会派又は交付対象議員が市の事務、地方行財

政等に関して調査研究をするのに要する経費」としている。 

請求人は、前記のとおり、本件調査研究費について、Ａ社がホームページには

占いに関する記載があるのみで政務活動に関する調査研究とは無関係であって

委託先として選定した理由に疑義がある旨主張していることから、その具体的

な使途を最もよく知る秋田前議員において、本件調査研究費の支出が指針に適

合しないとはいえないことを基礎づける事実について主張して証拠を提出すべ

きものといえる。 

前記第４の２(3)ア(ｱ)記載のとおり、秋田前議員は、関係人調査において、Ａ

社の履歴事項全部証明書を提出し、本件調査研究費の対象となった依頼事項が

事業目的に含まれていることや同社の代表社員がコンサルティングの実績があ

ること等を説明し、本件調査研究費ごとに概要を記載した調査報告書等を提出
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する一方、Ａ社が実施したとする調査依頼事項の資料やデータ解析結果の解説

及び所見等や実施方法については不明であり、Ａ社の各業務報酬金額の根拠に

関する説明もなく、秋田前議員において本件調査研究費の支出が指針に適合す

るものであったかについて十分な説明責任を果たしているとはいい難い。 

このこと自体は誠に遺憾といわざるを得ないものの、上記各調査報告書には、

調査期間や調査概要等が記載されており、秋田前議員が議会における質問とし

て検討した経過も認められること等を総合的に斟酌すれば、本件調査研究費の

支出がただちに違法又は不当であるとまで認めることは困難である。その他、

本件調査研究費の支出が違法又は不当であると認めるに足りる証拠はない。 

したがって、本件調査研究費の支出が違法であるとする請求人の主張は理由

がない。 

 

イ 事務所費について 

請求人は、令和３年度事務所費、合計２，３０７，０８９円の支出について、

秋田前議員の事務所は賃借料が高額であり、秋田前議員の看板などが設置されて

おらず、表札等もないため、事務所としての形態を備えているものとはいえない

ものであること、また、事務所には常勤事務員がいないことなどから、本件支出

が違法である旨主張している。 

以下、本件支出が違法といえるかについて検討する。 

 (ｱ) 調査結果 

関係人の提出資料及び調査並びに関係職員の陳述によって認められた事実は、

以下のとおりである（秋田前議員が本監査において事務所の内外を撮影した写

真等の新たな証拠を提出しなかったため、令和３年６月２１日付けで受理し、

同年８月１９日付け３川監第４４７号で結果を公表した監査（以下「前々回監

査」という。）及び同年８月２５日付けで受理し、同年１０月２２日付け３川監

第５９７号で結果を公表した監査（以下「前回監査」という。）の際に秋田前議

員が提出した資料を準用することを含むものとする。）。 

秋田前議員の事務所は、幸区中幸町の３階建ての建物内にあり、賃借料月額１

９９，０００円で同建物の１階１０１号室、２階２０１号室の２部屋（計４３．

６９㎡）を令和元年１２月１５日から、川崎市議会議員事務所及び市民コミュニ

ティとして借り受けている（秋田前議員資料別添１６）。 

ａ １０１号室の室内状況 

前回監査で秋田前議員から提出された１０１号室内の写真（以下「前回１

０１号室写真」という。）には、「ポスター、机、いす、パソコンなど」が設
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置されている。なお、元美容室であったものを居抜きで借り受けているもの

であり、一般道路側の玄関は元美容室のものとして使用されていたもので、

閉じたままとなっており、事務所の出入り口としては同建物の別の入口から

入った内廊下側の入口を使用しおり、この入口ドアの外側に秋田前議員のポ

スターが張られていた（前回監査の秋田前議員資料別紙ｂ）。 

ｂ ２０１号室の室内状況 

前回監査の際の２０１号室内の写真（以下「前回２０１号室写真」という。）

には、「ポスター、ソファー、ローテーブル、パソコンなど」が設置されてい

た（前回監査の秋田前議員資料別紙ｃ）。その際、秋田前議員は、前回１０１

号室写真及び前回２０１号室写真の撮影時期は前者が令和２年１月頃である

とし、後者が同年２月又は３月頃とした。 

この点について、前回監査結果において、前回１０１号室写真の中で令和

３年７月９日以降に市が公表したポスター（藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム１

０周年記念）が室内に貼られていたことから（前回監査の秋田前議員資料別

紙ｂ）、いずれの写真も同日以降に撮影されたものと推認されると判断された。 

なお、前々回監査において秋田前議員から提出され、前回２０１号室写真

以前に撮影したものとされた２０１号室内の写真（以下「前々回２０１号室

写真」という。前々回監査の秋田前議員追加提出資料４）には、「ソファーと

ローテーブルのみ」が設置されていた。 

ｃ 本監査時点までの状況 

秋田前議員によると、一般道路から上記事務所を見た際には、秋田前議員の

事務所であることを示す表示も、ポスト、インターフォンにも何らの表示もな

いという事務所の外観について、大きな変更はないとのことであり、また、１

０１号室及び２０１号室共に、資料や備品等の持ち出し、移動等、時間の経過

と共に使用状況によって多少なりとも部屋の状況は異なるとしながらも、概

ね変更はないとのことであった。 

ｄ 秋田前議員の事務所使用状況 

秋田前議員によると、２０１号室では、個人情報等の機密性の高い文書を保

管するほか、議会原稿をはじめとした書類作成等を中心とする政務活動を行い、

１０１号室では、新型コロナウイルス感染症のまん延により、非接触手段での

対応が必要となる中、オンラインによる手法も交えた来客対応や議案政策研究

等を中心とする政務活動を行っていたとしている。 

 事務所の光熱水費について、秋田前議員によると、事務所の住所は、１０１

号室を代表住所としており、電気料金、ガス料金については２０１号室分も合
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算して代表住所の１０１号室宛て請求書が発行されているが、水道料金及び

下水道使用料（以下「水道料金等」という。）については、市のシステムの都

合により請求書が同時期に発行されず、２０１号室のみ支払時期が大幅に遅

れるため、政務活動費の手続が煩雑になることから、２０１号室の水道料金等

には政務活動費を充てなかったとしている。 

本件事務所費の内訳は、次のとおりである。 

項目 金額 支出対象 
事務所賃借料 ２，１９３，０７０円 １０１号室・２０１号室 
電気料金 ５８，７４９円 １０１号室・２０１号室 
ガス料金 ４２，１８０円 １０１号室・２０１号室 
水道料金等 １３，０９０円 １０１号室 

合計 ２，３０７，０８９円  
 

ｅ 市によれば、令和３年度の政務活動費における事務所費について、秋田前

議員に対し、繰り返し意見聴取や文書照会等により、２０１号室の使用実態

を調査・確認したものの、秋田前議員から明確な回答を得ることができなか

ったため、前回監査の結果を踏まえ、改めて２０１号室の写真に掲載された

内容について関係部署に確認したうえで、令和３年４月１日から同年７月８

日までの２０１号室に関する費用（賃借料、電気料金及びガス料金）について

は、政務活動費から支出することは妥当性を欠き、条例に違反し不適法であ

るとして、令和４年６月３０日付けで秋田前議員に返還命令の措置を行った

としている。 

(ｲ) 判断 

指針によると、「事務所費は、会派又は交付対象議員がその活動に必要な事務

所の設置及び管理に要する経費であり、賃借料を支出することができるのは事

務所としての形態を備えているものに限り、事務所としての実体は、使用実績・

看板・表札等の外形、常勤事務員の有無、備品の内容、賃借目的等諸般の事情を

総合的に考慮して判断する」としている。 

請求人は、前記のとおり、秋田前議員の事務所は賃借料が高額であり、秋田前

議員の看板などが設置されておらず、表札等もないため、事務所としての形態

を備えているものとはいえないものであること、また、事務所には常勤事務員

がいないことなどから、令和３年度の事務所費の支出は違法である旨主張して

いることからその具体的な使途を最もよく知る秋田前議員において、事務所費

の支出が指針に適合しないとはいえないことを基礎づける事実について主張し、



 

12 
 

証拠を提出すべきものといえる。 

まず、１０１号室については、前記第４の２(3)イ(ｱ)ａ記載のとおり、秋田前

議員の事務所が入った建物外側には、看板、ポストの表札などがなく、外観上事

務所としての形態を備えているとは認め難いものの、同建物の別の入口から入

った内廊下のドアの外側には、秋田前議員のポスターが貼られ、部屋内には、

机、いす、コピー機、パソコンなどの備品が設置されており、常勤事務員はいな

いものの、事務所として一定の形態を整えていることが認められる。そして、令

和３年度における室内の使用状況についても、前記第４の２(3)イ(ｱ)ｃ記載か

らすると、概ね変更はないと推認できる。 

次に、２０１号室については、前記第４の２(3)イ(ｱ)ｂ記載のとおり、前回監

査結果を踏まえれば、２０１号室の室内の状況が「ソファーとローテーブルの

み」設置から、事務所として一定の形態を整えているといえる「ポスター、ソフ

ァー、ローテーブル、パソコンなど」の設置に変更されたと認められるのは、早

くても令和３年７月９日以降と推認せざるを得ない。 

そうすると、２０１号室については、少なくとも同年７月８日以前においては、

前々回２０１号室写真のとおり、ソファーとローテーブルが置かれているのみ

で、事務機器などの備品はなかったことが推認され、事務所としての形態を整え

ているとは認められず、同日までの事務所費を政務活動費として支出すること

は妥当性を欠いているものといわざるを得ない。 

他方、令和３年７月９日以降は、ソファーとローテーブルのほか、ファイルが

入った本棚、コピー機、パソコンなどの備品が設置されており、秋田前議員が個

人情報を扱う場所として使用していた旨説明していることも併せ考慮すれば、

事務所としての一定の形態が整えられていたものと推認される。 

また、電気料金、ガス料金についても、１０１号室及び２０１号室の使用に係

る料金を合算して支出しているが、このうち２０１号室における使用について

は、令和３年７月８日以前の電気料金及びガス料金は前記と同様に政務活動費

として支出することは妥当性を欠いているといわざるを得ない。 

その他、１０１号室において政務活動以外に使用したと認めるに足りる証拠

はなく、２０１号室についても少なくとも令和３年７月９日以降、政務活動以外

に使用したと認められるに足りる証拠はない。 

したがって、秋田前議員が令和３年度の政務活動費から支出した令和３年４

月１日から同年７月８日までの期間分における事務所賃借料の２分の１相当額

並びに２０１号室の使用に係る電気料金及びガス料金については、政務活動費

として妥当性を欠いているといえるが、前記第４の２(3)イ(ｱ)ｅのとおり、市長
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は令和４年６月３０日付けで秋田前議員に対し、これらの費用として支出した

分における政務活動費の交付決定を取り消し、その返還を命じているため、市長

において違法又は不当に財産の管理を怠る事実があるとはいえない。 

以上のとおり、本件事務所費の支出が違法であるとして、市長において財産管

理を怠る事実があるとする請求人の主張は理由がない。 

 

(4) 結論 

以上のとおり、本件各支出が違法であるとし、違法な支出に充てられた政務活動

費の返還請求権を行使することを市長において怠っているとする請求人の主張はい

ずれも採用できない。 

請求人の主張にはいずれも理由がないため、これを棄却する。 

 

 ４ 意見 

   監査結果は以上のとおりであるが、今回の監査を通じて、監査委員としての意見を

述べる。 

   政務活動費は、市政に関する会派及び議員の調査研究その他の活動を充実し、議会

の審議能力の向上、議会の活性化に資することを目的としているものであり、会派及

び議員は、その金額の根拠や使途について市民に一定の説明責任を負うことを認識し

て、適正に使用することが求められている。 

   会派及び議員においては、引き続き、政務活動費が公金であることを意識し、金額

の根拠や使途内容についての透明性を確保し、市民への説明責任を果たすことができ

るよう、支出伝票及び政務活動記録票等における説明の充実等を望むものであり、ま

た、政務活動費として充てた支出について、その見積書を提出する等して、当該金額

の根拠を説明できるようにしておくことを望むものである。 



川崎市職員措置請求書 

川崎市監査委員 殿 

２０２２年９月７日 

請求人                 

 住所 〒２１０-８５４４        

川崎市川崎区砂子１丁目１０番地２ 

ソシオ砂子ビル７階        

川崎合同法律事務所内       

電話０４４－２１１－０１２１   

 FAX ０４４－２１１－０１２３   

氏名 かわさき市民オンブズマン  

代表幹事 川口 洋一       

同    渡辺 登代美      

 

第１ 請求の要旨 

   秋田恵に対し、政務活動費３，８４７，０８９円の返還請求権を行使するよう川崎市

長に対し勧告することを求める。 

第２ 請求の原因 

１ 対象となる財務会計行為 

  秋田恵は、令和３年度、調査研究費として、合同会社Ｍｏｒｉ Ｌａｂｏに対し、２０

２１(令和３）年６月２４日付、同年６月２８日付、２０２２年３月２２日付の請求書（資

料１の１ないし資料１の９）に基づき合計１，５４０，０００円を政務活動費から支出し

た。 

  また、秋田恵は、令和３年度、事務所費として、２０２１（令和３）年４月１日から２

０２２ (令和４）年３月３１日までの分の事務所家賃及び光熱水費として、合計２，３０

７，０８９円を支出した（資料２の１ないし資料２の５）。 

２ 財務会計行為の違法性 

（１）序論 

   政務活動費は、地方議会の活性化を図ることを目的とする、地方自治法第１００条１

４項に基づき制定された「川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例」に基づき、

会派及び議員に対し議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部とし

て交付されるものである。政務活動費については「地方議会の活性化を図るためには、

その審議能力を強化していくことが必要不可欠であり、地方議員の調査活動基盤の充

実を図る観点から、議会における会派等に対する調査研究費等の助成を制度化し、あわ

せて情報公開を促進する観点から、その使途の透明性を確保することが重要」（第１４

７回通常国会での衆議院地方行政委員長の提案説明）とされており、「議員は、政務活
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動費の交付が、市政に関する会派及び議員の調査研究その他の活動を充実し、議会の活

性化に資することを目的としていることを認識し、政務活動費を適正に使用しなけれ

ばならない。」（川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例第２条抜粋）とされてい

る。 

したがって、政務活動費の使用には、強い透明性と適正さが求められる。 

（２）秋田恵に対するもの 

  ア 秋田恵議員の支出内容 

    秋田恵議員は、令和３年度、調査研究費として、合同会社Ｍｏｒｉ Ｌａｂｏに対

し、合計１，５４０，０００円を政務活動費から支出している。 

    また、秋田恵議員は、令和３年度、事務所費として、合計２，３０７，０８９円を

支出している。 

  イ 調査研究費について 

    政務活動費の使用には、強い透明性と適正さが求められ、「政務活動費の運用指針」

（川崎市議会 平成２６年１２月１８日改定）１８頁でも「作成業務の委託は、委託

先の選定理由及び委託内容を明確にした上で、契約を締結」することが求められてい

る。 

    したがって、委託先業者の選定に疑義があり、または委託内容が不自然・不合理で

ある、社会常識的に高額であるなどといった場合は、政務活動費としての支出は適当

でなく認められない。 

    秋田恵議員が調査研究等を委託した合同会社Ｍｏｒｉ Ｌａｂｏは、ホームペー

ジにパーソナルコンサルタントを掲げるものの、コンサルタントである森秀彦氏の

肩書は占い師である。同ホームページには、対面・電話・メールの３種類のセッショ

ンによる占いについての内容紹介（あなたが占って欲しいことをお話しいただいて

それに対して鑑定をしていきます、あなたが不安や疑問に思っている出来事がそれ

で良いのかどうかを総合的に見ることによって自分の思いが良い方向に向かってい

るかの確認ができるようにお答えしていきます。）や料金設定が掲載されているのみ

で（資料３）、およそ政務活動に関する調査研究とは無関係である。 

    秋田恵議員は、同社に対して下記の調査研究を委託しているが、上記ホームページ

からは、およそ、政務活動に関する専門的事項について情報を収集・調査し、データ

解析・関係法案の整理・課題の抽出を実施して専門的知見・解説を提供・報告するこ

とができる法人であるとは考えられない。 

    したがって、合同会社Ｍｏｒｉ Ｌａｂｏを、政務活動に関する調査及び市政報告

紙面作成を委託する先として選定した理由に疑義がある。 

 

記 

   調査研究委託の内容 



   ２０２１年６月２４日 ＩＣＴ活用に関する調査研究費 

      同年６月２８日 ワクチン接種技術に関する調査研究費 

   ２０２２年３月２２日 議会局費に関する調査研究費 

以上 

  ウ 事務所費について 

    「政務活動費の運用指針」（川崎市議会 平成２６年１２月１８日改定）９頁３０

頁は、事務所費について、「事務所費は、会派又は交付対象議員がその活動に必要な

事務所の設置及び管理に要する経費」であり、賃借料、維持管理費等を支出すること

ができるのは、「事務所としての形態を備えているものに限る。事務所としての実体

については、使用実績・看板・表札等の外形、常勤事務員の有無、備品の内容、賃借

目的等諸般の事情を総合的に考慮して判断する。」としている。 

    秋田恵議員の事務所は、賃料が高額であり、議員事務所としての看板などは設置さ

れておらず、ポスト及びインターフォンにも何らの記載がなく、表札等もないため、

外観からは事務所として認識できず（資料４の１、資料４の２）、事務所としての形

態を備えているものということはできない。 

    また、秋田恵議員の事務所には常勤事務員はいない。 

    以上より、建物全体として事務所費としての支出は、川崎市条例１０条における

「政務活動に資するため必要な経費」に該当せず、違法な支出である。 

３ 川崎市長の怠る事実について 

  川崎市長は地方自治法第１４８条により、自治体の事務を管理し及びこれを執行する

ことになっており、加えて同法第１４９条５号では会計を監督し、同６号では財産を取得

し、管理し、及び処分することが市長の事務となっている。 

  また、「川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例」第５条は市長の交付決定権を

定めるとともに、第１３条は市長に対し、「会派又は交付対象議員における政務活動費の

支出がこの条例及びこの条例に基づく規則の定めに違反したものであると認めたときは、

当該交付の決定の全部または一部を取り消し」と市長の潜在的調査権につき定め、さらに

第１４条では交付の決定を取り消したときの返還命令権について定めている。 

  したがって、市長はその提出された収支報告書が適正であるかどうかについて調査し、

問題があれば決定を取り消し、返還命令権を行使する責務を有する。 

  しかし、川崎市長により、秋田恵議員の上記各支出について、政務活動費の支出が適正

か調査された形跡はない。川崎市長は、政務活動費の支出を適正にする義務を怠り多額の

違法支出の存在を放置しており、財産管理を怠る事実の存在は明らかである。 

４ 請求者 

  請求者「かわさき市民オンブズマン」は、川崎市や市議会の行政運営に対し、自覚的な

市民意識を大切にし、住民自治を発展させ、公正で活力ある社会の実現をめざし１９９７

年に結成された市民団体であり、川崎市の行財政運営に対するチェック機能の問題点と



今後のあり方について、行政監査、議会等につき市民的チェックの視点から調査、研究し、

積極的な提言を行い、川崎市内各地域に行政監視のネットワークを広めることを主な活

動内容とする団体である。 

５ 地方自治法第２４２条第１項の規定により、以下の添付資料を添え、必要な措置を請求

する。  

以上 

 

添  付  資  料 

資料１の１ないし資料１の９ 秋田恵議員の調査研究費にかかる支出伝票、請求書、振込履

歴 

資料２の１ないし資料２の５ 秋田恵議員の事務所費にかかる支出伝票一覧表、支出伝票、

振込履歴、決済履歴 

資料３           合同会社Ｍｏｒｉ Ｌａｂｏのホームページ 

資料４の１ないし資料４の２ 秋田恵議員の事務所の外観写真 

 

 



請求人の陳述（要旨） 

 

秋田恵元議員の政務活動費に関する住民監査請求内容について、以降は秋田恵議員と

呼び、陳述する。 

 政務活動費の使用については、措置要求書にも記載したとおり、強い透明性と適正さが

求められる。調査研究費については、委託先業者の選定に疑義がある、委託内容が不自

然、不合理である、社会常識的にその委託料が高額であるなどといった場合には、政務活

動費としての支出が適当とは言えない。今回、秋田恵議員が調査研究等を委託している合

同会社Mori Laboのパーソナルコンサルタントとされる森秀彦氏の肩書は占い師とされて

いるが、資料１の１、１の４、１の７の各支出伝票に記載されている使途内容事業名は、

ＩＣＴ活用に関する調査研究費やワクチン接種技術に関する調査研究費、議会局費に関す

る調査研究費であり、これらは、それぞれ医学などによって適切に調査研究が行われるべ

きものであって、占いという手段によって適切な調査研究が期待できるものではない。 

 また、政務活動費の運用指針の９ページでは、調査研究費は、「会派又は交付対象議員

が市の事務、地方行財政等に関して調査研究をするのに要する経費」とされているとこ

ろ、合同会社Mori Laboのホームページには、対話、メール、電話の３種類のセッション

による占いについての内容紹介があり、占ってほしいことを話してもらい鑑定を行うとい

う記載があるものの、占ってほしいことを話して鑑定をするということからすると、およ

そ市の事務や地方行財政等に関して調査研究をするということとは無関係と言わざるを得

ない会社の事業内容と考えられる。 

 なお、先日、合同会社Mori Laboのホームページにアクセスしようとしたところ、この

ドメインはサイトに接続されていないと表示され、現在はアクセスできない状態になって

いる。当然、政務活動費の運用指針の１３ページから１５ページにも、支出経費の例など

に、占いを行っていると考えられる会社に対する委託料などは記載されていないことか

ら、合同会社Mori Laboは、ホームページからは、およそ政務活動に関する専門的事項に

ついての情報収集、調査や、データ解析、関係法案の整理、課題の抽出を実施し、専門的

知見や解説を提供、報告することができる法人であるとは考えられず、明らかに政務活動

に関する調査の委託先として選定した理由に疑義があり、委託内容も不自然、不合理であ

って、委託料も社会常識的に高額と言わざるを得ない。 

 秋田恵議員に対する同様の指摘は従前からなされていて、２０２１年８月１９日付の川

崎市職員措置請求について（通知）、３川監第４４８号が、川崎市の監査のホームページ

に掲載されており、別紙２の請求人の陳述録においても同様の指摘がされている。繰り返

し政務活動に関する専門的事項について情報を収集、調査したり、データの解析、関係法

案の整理、課題の抽出を実施して、専門的知見や解説を提供、報告することができる法人

であるとは考えられず、明らかに政務活動に関する調査の委託として選定した理由に疑義
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があって、委託内容が不自然、不合理であることや、委託料も社会常識的に高額であると

いう指摘がされていながら、この政務活動費の使途、説明が改められる様子がないので、

今回の住民監査請求によって正されなければならないものと考える。 

 次に、事務所費については、政務活動費の運用指針３０ページに、賃借料や維持管理費

等を支出できるのは、「事務所としての形態を備えているものに限る。事務所としての実

体については、使用実績・看板・表札等の外形、常勤事務員の有無、備品の内容、賃借目

的等諸般の事情を総合的に考慮して判断する」と記載されている。今回の住民監査請求の

資料４の１と４の２から見て、秋田恵議員の事務所としての看板などは設置されておら

ず、ポストやインターホンにも何ら記載がなく表札等もないことから、議員事務所ではな

い一般的な建物と変わらないと言わざるを得ない。また、秋田恵議員の事務所には、常勤

の事務員もいない。 

 また、提出資料２の３、資料２の４からすれば、秋田恵議員が議員事務所とする建物の

賃貸人は株式会社西田土地建物と考えられるが、賃貸借契約書やその他の関係資料は公開

されていないことも踏まえれば、詳細不明な賃貸借契約において賃料が１９９，０００円

ほどとなっており、賃料が高額と言わざるを得ない。以上から、秋田恵議員が議員事務所

とする建物は、事務所としての形態を備えていないと言わざるを得ない。そのため、賃料

だけではなく、その建物についての水道代、ガス代、電気料金の支出についても、川崎市

の条例第１０条における政務活動に資するため必要な経費に該当せず、違法な支出である

と言わざるを得ない。 

 なお、今までの住民監査請求の監査結果として、川崎市職員措置請求について（通

知）、３川監第５９７号が市のホームページに掲載されているが、秋田恵議員に支出した

事務所費に係る政務活動費のうち、一部の支出が違法であるとの請求人の主張には理由が

あると判断されたものもあるものの、やはり建物全体としての事務所費について、違法な

支出であると考えざるを得ない。 

 続いて、補足して説明するが、調査研究費として支出されていることから、通常、調査

研究した場合、報告書などが作成されると思われるが、公開されていないので、どのよう

な調査研究がなされて、その成果としてどのようなものがあるのか全く分からないことか

ら、この支出に見合っただけの調査研究がなされているかということを確認していただき

たいと思っている。 

 

※請求人の請求内容を補足した陳述の要旨をまとめている。 

 



関係職員の陳述（要旨） 

 

 初めに、１、政務活動費の概要について、 

政務調査費は、平成１２年５月の地方自治法（以下「法」という。）の改正により制度

化され、平成１３年４月から施行されることとなった。これは、地方議会の果たす役割が

ますます増大するという流れの中で、地方議会の活性化を図るため、会派等に対する調査

研究費等の助成を制度化し、地方議会議員の調査研究活動基盤の充実を図ることとされた

ものである。その後、平成２４年に、従来調査研究活動として認められていなかった対外

的な陳情活動などのための旅費や交通費、会議に要する経費などにも使途が拡大できるよ

うにされ、名称も政務活動費と変更された。 

 川崎市議会では、平成１３年４月１日に「川崎市議会の政務調査費の交付等に関する条

例」を施行して以来、数回改正を行っており、令和２年６月３０日からは、政務活動費に

係る収支報告書の市議会ホームページでの公開を開始している。 

 政務活動費の交付の対象、額、交付の方法、具体的に充てることができる経費の範囲に

ついては、法により条例で定めることになっている。本市では、法第１００条第１４項か

ら第１６項までの規定に基づき、「川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例」（以下

「条例」という。）、「川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例施行規則」（以下「規

則」という。）を制定し、会派及び議員に対し、川崎市議会議員の調査研究その他の活動

に資するため必要な経費の一部として政務活動費を交付している。 

 この政務活動費の制度は、会派及び議員の調査研究その他の活動を充実し、議会の審議

能力の向上、議会の活性化に資することを目的としているものであり、政務活動費が公金

であることから、その使途について透明性の確保や市民に説明責任を負うことを認識し

て、適正に使用することが求められている。 

 次に、２の政務活動費の性格について、 

法第１００条第１４項は、「議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経

費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することがで

きる」と規定している。 

 実際の会派や議員が行う調査研究その他の活動の内容を考えると、議会が、長その他執

行機関を監視する責務を負っていることから、おのずと執行機関に対する批判や監視とい

う性格となるものである。このことについて、平成２１年１２月１７日最高裁判所第一小

法廷判決では、「政務調査費は議会の執行機関に対する監視の機能を果たすための政務調

査活動に充てられることも多いと考えられるところ、執行機関と議会ないしこれを構成す

る議員又は会派との抑制と均衡の理念に鑑み、議会において独立性を有する団体として自

主的に活動すべき会派の性質及び役割を前提として、政務調査費の適正な使用についての

各会派の自律を促すとともに、政務調査活動に対する執行機関や他の会派からの干渉を防

別紙３ 



  

止しようとするところにある」とし、政務調査費条例は、「政務調査費の支出に使途制限

違反があることが収支報告書等の記載から明らかにうかがわれるような場合を除き、執行

機関が、実際に行われた政務調査活動の具体的な目的や内容等に立ち入って、その使途制

限適合性を審査することを予定していないと解される」と判示している。 

 また、平成２２年３月２３日最高裁判所第三小法廷判決での、「議員の調査研究活動は

多岐にわたり、個々の経費の支出がこれに必要かどうかについては議員の合理的判断にゆ

だねられる部分がある」との判示を踏まえると、政務活動費は、法の規定に基づく条例、

規則における使途基準の範囲内で使わなければならないことは当然として、政務活動費を

どのように使用するかについては、会派及び議員の自主性を尊重し、その裁量に委ねると

いうのが法及び条例の趣旨であると考えられる。 

 一方、政務活動費については、法第１００条第１６項で、議長が使途の透明性の確保に

努めることが規定されているとともに、平成２６年１０月２９日最高裁判所第二小法廷判

決では、「政務調査費によって費用を支弁して行う調査研究活動の自由をある程度犠牲に

しても、政務調査費の使途の透明性の確保を優先させるという政策判断がされた結果と見

るべきものである」として、使途の透明性の確保が議員の調査研究活動の自由より優先さ

れることが判示されており、会派及び議員は、政務活動費の使途について、市民への説明

責任を適切に果たし、使途の透明性を確保する必要があるものと言える。 

 次に、３、本市の条例、規則の内容について、 

初めに、（１）交付対象及び額について、交付対象は、会派又は会派と会派所属議員

（交付対象議員）の選択制とし、交付月額は、会派を選択した場合は、議員１人当たり４

５万円、会派と会派所属議員を選択した場合は、会派分が所属議員１人当たり５万円、議

員分が４０万円としている。 

 次に、（２）会派及び議員の責務について、条例第２条では、「会派（所属議員が１人で

ある場合も含む。）及び議員は、政務活動費の交付が、市政に関する会派及び議員の調査

研究その他の活動を充実し、議会の活性化に資することを目的としていることを認識し、

政務活動費を適正に使用しなければならない」と規定している。 

 次に、（３）支出の基準について、政務活動費の使途については、条例第１０条におい

て、政務活動（調査研究、研修、広報、市民相談を含む広聴、要請、陳情、各種会議の開

催、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、その内容を市政に反映させ

る活動その他の住民の福祉の増進を図るために必要な活動をいう。）に資するため必要な

経費に対して交付することとされており、具体的には政務活動費で支出できる経費を別表

にて掲示し、調査研究費から事務所費までの９項目を定めている。 

 次に、（４）収支報告書等の提出と閲覧について、条例第１１条では、前年度の交付に

係る収支報告書を作成し、支出に係る領収書その他の支出を証明する書類の写しを添え

て、毎年４月３０日までに議長に提出しなければならないとしている。また、条例第１５



  

条では、「収支報告書等が提出されたときは、規則で定めるところにより、当該収支報告

書等を一般の閲覧に供しなければならない」とし、規則第１４条では、「収支報告書等の

閲覧は、政務活動費の交付を受けた日の属する年度の翌年度の６月３０日から、議会局に

おいて行うものとする」としている。 

 次に、（５）交付の決定の取消しと返還命令について、交付の決定の取消しについて

は、条例第１３条で、「市長は、政務活動費の支出がこの条例及びこの条例に基づく規則

の定めに違反したものであると認めたときは、当該交付の決定の全部又は一部を取り消

し」、条例第１４条では、「既に交付した政務活動費の全部又は一部を返還するよう命ずる

ものとする」としている。 

次に、４、本市の運用指針の内容について、 

本市の政務活動費の運用指針（以下「指針」という。）は、平成１９年度の５万円以上

の領収書の添付を義務づける本市条例の改正に併せて策定されて以降、数回の改正を経

て、平成２６年度から現在の指針を適用している。 

 指針は、市長が定めたものではなく、本市議会の全会派から選ばれた議員及び無所属議

員から成る政務調査費検討プロジェクトにおいて、会派・議員の政務調査費の支出に係る

判断をする際のよりどころとするため、当時の他都市の運用指針や裁判例等を参考にしな

がら議論し作成したもので、今日まで会派・議員は、この指針を踏まえて政務活動費の具

体的な支出について判断している。 

 なお、会派及び議員の調査研究活動及びその方法は多岐にわたるため、指針は全ての事

例が網羅できているものではないことから、会派及び議員は、条例・規則の趣旨に沿っ

て、裁判例等をも参考にしながら、個々の具体的な支出の適合性について総合的に判断し

ていく必要がある。 

 次に、（１）指針の特徴について、指針では、領収書等を的確かつ分かりやすく整理し

保存するため、全ての支出に対して、経費区分、支出年月日、支出先、使途内容等を記入

する「支出伝票」を提出することにしており、そのほかに「支出伝票一覧表」、さらに支

出の透明性を高めるために、支出伝票の記載だけでは支出内容が明確にならない場合に

は、「政務活動記録票」を作成するなど、収支報告書の提出に当たっては多くの書類の提

出が必要であり、結果として、会派及び議員の提出作業と議会局の点検・確認作業がとも

に膨大なものになってしまうものの、より透明性が図られているものと考えている。 

 次に、（２）政務活動費の運用の基本的指針について、 

ア、政務活動について、普通地方公共団体の議会は、条例の制定・改廃等様々な議決

権を有し、さらには、近時の社会情勢の複雑化に伴い、多様化・高度化する地域住民の要

求に応えるための行政施策等に対する迅速かつ適切な審議が求められている中、議会の構

成員である議員ないし会派には、地方行政等に関する諸制度、当該地方公共団体の抱える

政治的、行政的諸課題等広範な知識が必要とされ、これらについての不断の調査研究等の



  

活動が不可欠となっており、議員活動の活性化を図るため、要する経費の一部を政務活動

費として交付している。 

 イ、実費弁償の原則として、政務活動費は、市政調査研究その他の活動のために、実際

に要した費用に充当する実費弁償を原則としている。 

 ウ、按分による支出として、会派及び議員による「調査研究その他の活動（政務活

動）」と、それ以外の政党活動、選挙活動、後援会活動などが渾然一体となって行われ、

調査研究その他の活動に資する部分が明らかでない場合は、全額を政務活動費によって支

出することは不適当であり、他の活動の実績に応じて按分し支出している。 

 エ、執行に当たっての原則として、政務活動費の使途については、指針によるほか、会

派又は議員の自律的な判断に委ねられているため、政務活動費が調査研究その他の活動に

資するため必要な経費を賄うものであることを踏まえ、会派及び議員の責任において適正

な執行に努めることとされている。また、政務活動費が公金であることから、使途内容等

についての透明性の確保が求められているため、会派又は議員において市民への説明責任

を果たすとともに、支出伝票などにおける説明の充実に努めることとされている。 

 次に、５、政務活動費の支出範囲と支出できない経費について、 

指針では、条例第１０条別表の以下に示す９種類の経費区分ごとに支出の考えを記載

しており、また、政務活動費を充てることができない支出不可の経費も記載している。以

下、今回の住民監査請求に関する経費区分以外は説明を省略させていただく。 

（１）調査研究費は、会派又は交付対象議員が市の事務、地方行財政等に関して調査

研究をするのに要する経費、（２）研修費は省略し、（３）広報・広聴費は、会派又は交付

対象議員がその活動もしくは市政について市民に広報し、又は市民の要望、意見等の聴取

もしくは市民相談を行うのに要する経費、（４）要請・陳情活動費、（５）会議費、（６）

資料費、（７）人件費、（８）事務費は省略し、（９）事務所費、会派又は交付対象議員が

その活動に必要な事務所の設置及び管理に関する経費である。 

 （１０）支出不可としている経費について、アとしてせん別、慶弔、寸志、病気見舞

い、年賀状の購入及び印刷代金等の交際費的な経費、イとして党費、党大会賛助金、党大

会参加費、党大会に参加するための旅費等の政党又は政治団体の構成員としての活動に属

する経費、ウとして会議、会合等の開催に伴う茶菓代以外の飲食に係る経費、エとして選

挙活動に係る経費、オとして後援会活動に係る経費、カとして私人としての活動に係る経

費としている。 

 次に、６、政務活動費の事務の流れについて、 

（１）は会派の代表者及び交付対象議員からの交付申請について、（２）は市長による交

付決定について、（３）は会派の代表者及び交付対象議員からの支出請求について、（４）

は会派及び交付対象議員による政務活動費の経理の的確な処理及び整理・調製について、

（５）は収支報告書等について、（６）は剰余金の返還についてであり、政務活動費に剰



  

余金が生じた場合、市長の発行する納付書により、速やかに返還を行うこと、（７）は次

の項目で御説明させていただくが、（８）は収支報告書等の閲覧についての内容となって

いる。 

 次に、７、議会局による点検・確認作業、閲覧準備について、 

議会局が点検・確認作業を行うに当たって、会派及び交付対象議員の政務活動の実績につ

いて、提出された収支報告書や領収書、政務活動記録票等から確認するものの、政務活動

費の性格や指針の策定経過から、その政務活動の内容自体を議会局が確認するものではな

い。このため、議会局では、会派及び交付対象議員から提出された収支報告書や領収書そ

の他支出を証明する書類を閲覧に供するに当たり、条例、規則の明白な違反、指針上の明

白な誤りの確認のほか、按分率等の書類の記載内容（充当金額・数字の転記・合計額等の

誤り、費用弁償との重複など）の経理内容、押印漏れ、添付書類の不備等形式的要件の点

検・確認を行っている。また、支出を証明する書類の提出に当たっては、市政の調査研究

活動との関連性を明確に位置づけるために、会派及び議員が政務活動記録票等をはじめと

して、帳票上で自ら分かりやすく説明を行うよう促すとともに、多岐にわたる市政の調査

研究活動が「調査研究に資するために必要な経費」であるかについては、条例、指針、裁

判例等を参考にしながら、会派及び交付対象議員が自ら適正な判断を行っていけるようサ

ポートを行っている。 

 次に、（１）四半期ごとの整理、（２）収支報告書等の提出は説明を割愛し、（３）５月

から６月にかけての議会局による点検・確認作業、閲覧準備として、ア、４月３０日まで

の収支報告書等の提出後、議会局では書類の点検・確認作業を６月３０日の閲覧開始に間

に合うよう行う。なお、この点検・確認作業において、広報紙に関する支出があった場合

には、会派や交付対象議員から広報紙の原本を提供してもらい、政務活動と明らかに関連

しないものがある場合には、按分率を確認し、確認後、広報紙の原本は会派や交付対象議

員に返却している。また、事務所費については、政務活動事務所としての使用を議員本人

に確認の上、議長宛てに提出される政務活動事務所台帳や賃貸借契約書の写しをもって事

務所の使用を確認している。 

 令和３年度交付分では、市議会全体で６，５００件強の支出があり、その一件一件につ

いて、ミスを防ぐため複数人によるダブルチェックにより内容の点検・確認を行ってい

る。 

 イ、議会局による点検・確認作業が終了したら、本市の情報公開条例第８条に規定する

不開示情報をマスキングするが、６，５００件強の支出の一件一件について、ミスを防ぐ

ために複数人によるダブルチェックによる作業を行っている。 

 次に、（４）収支報告書等の閲覧について、６月３０日からの一般の閲覧に供し、令和

３年度交付分では６，５００件強という膨大な件数の支出について、僅か２か月という時

間的な制約がある中で、議会局では、書類の点検・確認作業、閲覧に係る個人情報のマス



  

キング作業、閲覧書類のコピーを行った上で、簿冊に整理し、収支報告書及び領収書等を

公開している。 

続いて、８、職員措置請求書の内容について、 

（１）秋田恵元議員に対する職員措置請求書について、ア、請求人が提出した職員措

置請求書は、当該元議員の調査研究費及び事務所費に関する内容であるが、指針では、事

務所費に関して、事務所とは、事務所としての形態を備えているものに限り、事務所とし

ての実体については、使用実績、看板・表札等の外形、常勤事務員の有無、備品の内容、

賃借目的等諸般の事情を総合的に考慮して判断すること、事務所の形態についてビル等の

一室などの不動産を借りて個人事務所を開設している場合は賃借料・維持管理費・事務費

の支出が可能であるとし、また、事務所への政務活動費の支出を行うに当たり、政務活動

事務所台帳と賃貸借契約書の写しを議長宛てに提出することとしている。 

 イ、議会局では、当該元議員から提出された支出伝票及び領収書等を点検・確認したと

ころ、調査研究費では、条例、規則の明白な違反、指針上の明白な誤りのないこと、書類

の記載・押印漏れや添付書類の不備といった形式的要件に不備のないことを確認したもの

の、事務所費については条例違反が認められるとして、交付決定の一部取消し及び返還命

令を行っており、その詳細については、令和４年６月３０日付で行った秋田恵元市議会議

員に対する令和３年度に交付した政務活動費の交付決定の一部取消し及び返還命令につい

ての報告書の内容にて説明する。 

 １、秋田恵元市議会議員の令和３年度の政務活動費について、 

秋田恵元市議会議員（以下「秋田元議員」という。なお、秋田元議員は令和４年６月

２２日に市議会議員を失職している。）の令和３年度の政務活動費について、令和４年４

月２６日に秋田元議員から収支報告書及び支出確認書類が提出され、事務所費として、事

務所の２０１号室に関する費用（賃料、電気料金及びガス料金）が支出されていた。 

 ２０１号室について、秋田元議員の政務活動費に関する住民監査請求で勧告が出された

ことを受けて令和３年度に行われた令和元年度の政務活動費に関する市の検証や令和２年

度の政務活動費に関する市の確認において、少なくとも令和３年７月まで２０１号室は、

指針で定める政務活動事務所としての実体を有しておらず、２０１号室に関する費用（賃

料、電気料金及びガス料金）を政務活動費から支出することは認められないとされたた

め、秋田元議員の政務活動費に関して、令和３年度の２０１号室の使用実態を秋田元議員

に確認することとした。 

 政務活動費に関する業務を所管する議会局総務部庶務課にて確認を行うこととし、秋田

元議員から提出された令和３年度の収支報告書及び支出確認書類のほかに、秋田元議員へ

のヒアリング調査や文書照会、秋田元議員からの意見書等により２０１号室の使用実態を

確認することとしたものの、ヒアリング調査への協力を秋田元議員に依頼したが応じても

らえず、市からの質問事項に答えず、令和３年度の事務所の使用実態に関する意見書の提



  

出もなく、秋田元議員からは、自身の主な主張が記されたメールが送られてきたのみであ

った。 

 ２、秋田元議員の事務所の概要及び事務所に関する費用の支出状況について、（１）令

和３年度における秋田元議員の事務所の概要、事務所への政務活動費の支出を行うに当た

り、令和元年１２月に政務活動事務所台帳の写しとともに提出された賃貸借契約書から、

次の事項が認められる。ア、令和元年１２月１５日から令和４年１２月１４日まで、秋田

元議員は幸区中幸町の３階建ての建物の１階の１室（１０１号室）と２階の１室（２０１

号室）の計２室を賃貸借しており、２室合計の面積は４３．６９平方メートル、イ、２室

合計の賃料は、月額１９９，０００円、ウ、事業内容は、川崎市議会議員事務所及び市民

コミュニティとしている。 

 （２）令和３年度における事務所に関する費用の支出状況について、令和４年４月２６

日に秋田元議員から提出された令和３年度の収支報告書及び支出確認書類から、事務所費

として１０１号室及び２０１号室の２室合計の事務所賃料では、振込手数料を含み２，１

９３，０７０円を支出している（なお、７月１日から７月３１日までの賃料は政務活動費

から支出していない。）。また、光熱費について、１０１号室及び２０１号室の２室合計

で、電気料金では５８，７４９円、ガス料金では４２，１８０円を支出している（なお、

電気料金は７月６日から、ガス料金は７月１０日からそれぞれ１か月間、政務活動費から

支出していない。）。なお、水道料金は、１０１号室の使用料金のみ政務活動費から支出し

ており、２０１号室の使用料金は政務活動費から支出していない。 

 ３、市から秋田元議員への確認事項について、令和３年度の少なくとも令和３年７月ま

での２０１号室の使用実態を確認するため、秋田元議員に対し、令和４年５月２０日、３

０日、６月２日、１０日、１５日及び２０日付で文書を送付し、ヒアリング調査への協力

や質問事項に対する回答、令和３年度の事務所の使用実態に関する意見書の提出を求め

た。 

４、秋田元議員の主張について、秋田元議員は、ヒアリング調査に応じず、質問事項

にも回答せず、令和３年度の事務所の使用実態に関する意見書の提出もされなかったが、

秋田元議員から議会局に送られてきた令和４年６月１３日付のメールの要旨は、（１）事

務所費に関し、議会局による確認は必要ない、（２）上記３に関して、監査委員から指摘

がない中で、議会局が独断で根拠のないことを求めており、住民訴訟や行政不服審査法に

基づく審査請求が行われている中、住民監査請求の行われていない令和３年度の政務活動

費を、監査にも裁判にも存在しない理由で議会局が勝手に判断することは断じてあっては

ならない、（３）令和３年度の政務活動費について確認を求める文書やメールを議会局名

で出すことは、職務を逸脱し、なおかつ職権濫用であり、受け入れることはできない、 

今回の議会局の行動に強く抗議する。 

 ５、市の判断について、（１）条例では、第１０条第１項において、政務活動とは、調



  

査研究、研修、広報、広聴（市民相談を含む。）、要請、陳情、各種会議の開催、各種会議

への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、その内容を市政に反映させる活動その他

の住民の福祉の増進を図るために必要な活動と規定し、第１０条第２項では、政務活動費

は別表に定める政務活動に資するため必要な経費に充てることができるものと規定してい

る。また、条例の別表では、事務所費について、会派又は交付対象議員が政務活動に必要

な事務所の設置及び管理に要する経費と規定している。 

 次に、指針において、事務所費で支出ができる事務所とは、事務所としての形態を備え

ているものに限り、事務所としての実体については、使用実績、看板・表札等の外形、常

勤事務員の有無、備品の内容、賃借目的等諸般の事情を総合的に考慮して判断することと

している。 

（２）住民監査請求で勧告が出されたことを受けて、令和３年度に行われた秋田元議

員の令和元年度の政務活動費に関する市の検証において、秋田元議員は２０１号室の室内

には机・椅子・パソコン・プリンター・書類棚等の政務活動に使用する備品を設置してお

り、１０１号室と同様に２０１号室も政務活動事務所と言えると主張したが、秋田元議員

が提出した資料に、令和３年７月以降に公表された川崎市藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム

１０周年記念のポスターが写った１０１号室の室内写真があったことから、同じ資料に写

っていたパソコン・プリンター・書類棚が設置している２０１号室の写真も少なくとも令

和３年７月以降の使用状況を示すもので、それまで２０１号室は住民監査請求の監査結果

で示されているとおり、ソファーとローテーブルが設置されているのみであり、政務活動

を行う事務所としての実体を有していないと認定された。 

 （３）秋田元議員から令和４年４月２６日に提出された令和３年度の収支報告書及び支

出確認書類に、２０１号室に関する費用（賃料、電気料金及びガス料金）といった費用が

含まれていたことから、令和３年度の２０１号室の使用実態について確認することとした

ものの、秋田元議員にヒアリング調査への協力を依頼したが応じず、質問事項に対する回

答もなく、令和３年度の事務所の使用実態に関する意見書の提出を促したが提出せず、秋

田元議員からは上記４の自らの主張が記されたメールが送られてきたのみであった。 

 （４）川崎市藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム１０周年記念ポスターの具体的な公表時期

を所管部署に問い合わせたところ、令和３年７月９日以降に公表したということが確認さ

れたため、この公表日の前日である令和３年７月８日までは、上述のとおり、２０１号室

はソファーとローテーブルが設置されているのみで、指針で定める政務活動を行う事務所

としての実体を有していると認められず、２０１号室に関する費用を政務活動費から支出

することは妥当性を欠いており、条例第１０条の規定に違反し、不適法であると言わざる

を得ない。一方、市の検証で秋田元議員が提出した写真の撮影時期について、令和３年７

月９日からこの写真の写っている資料が提出された同年１０月１３日までと考えられると

ころ、秋田元議員はヒアリング調査に応じなかったため、撮影時期を特定することはでき



  

なかったが、現時点では、７月９日から１０月１３日までの間、２０１号室は政務活動の

実体を有していると認められないとまでは言えない。 

（５）秋田元議員は電気料金及びガス料金について、１０１号室と２０１号室の２室

の合計額で支出していることから、２０１号室の使用に係る電気料金及びガス料金を特定

しようとしたが、秋田元議員は議会局のヒアリング調査に応じず、照会にも回答しなかっ

たため、使用料金の特定に至らなかった。 

 しかしながら、令和元年度の政務活動費に関する市の検証結果から、１０１号室は机、

椅子、コピー機、パソコンなどの備品が設置されている一方、２０１号室はソファーとロ

ーテーブルが設置されているのみで１０１号室より光熱費の使用量が多いとは考えにくい

ことから、２分の１を限度として２０１号室の使用に係る料金を支払ったものと認定せざ

るを得ない。 

 （６）秋田元議員からは上記４の主張が記されたメールが送られてきたが、その主張は

独自の見解に立つものであり、令和３年度の２０１号室の使用実態を確認するに当たり、

考慮すべき主張やその主張を裏づける証拠は示されておらず、令和３年度の２０１号室の

使用実態と関係のないことを主張するのみで、採用することができないものと言わざるを

得ない。 

 ６、結論、秋田元議員の事務所の２０１号室について、令和３年７月８日までは、指針

で定める政務活動を行う事務所としての実体を有していると認めることはできず、その賃

料並びに使用に係る電気料金及びガス料金を政務活動費として支出することは妥当性を欠

いており、条例第１０条に違反し、不適法であると言わざるを得ない。 

 よって、令和３年７月８日までの事務所賃料の２分の１相当額である２９９，０５０

円、事務所電気料金の２分の１相当額である９，０９５円及び事務所ガス料金の２分の１

相当額である７，３０４円の合計３１５，４４９円について、条例第１３条及び第１４条

の規定により、政務活動費の交付決定を取り消し、返還を命じたものである。 

  

※関係職員の陳述の要旨をまとめている。 



 
 

政務活動費に係る法令等（本件措置請求に関連する部分のみ） 

 

１ 地方自治法（昭和 22年法律第 67 号） 

  第 100 条 

  １～13 略 

14 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に

資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付

することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに

当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。 

15 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動

費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。 

  16 議長は、第 14項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。 

  17～20 略 

 

２ 川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例（平成 13 年川崎市条例第 11号） 

   （趣旨） 

  第１条 この条例は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 100 条第 14 項から第 16 項までの規 

定に基づき、川崎市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議 

会における会派及び議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとす 

る。 

   （会派及び議員の責務） 

  第２条 会派（所属議員が１人である場合を含む。以下同じ。）及び議員は、政務活動費の交付が、 

   市政に関する会派及び議員の調査研究その他の活動を充実し、議会の活性化に資することを目的 

としていることを認識し、政務活動費を適正に使用しなければならない。 

   （交付の対象及び額） 

  第３条 政務活動費は、議長に結成の届出があった会派及び当該会派の議員（次項の規定により

50,000 円の額を選択した会派に所属する議員に限る。以下「交付対象議員」という。）に対して

交付する。 

  ２ 会派に対する政務活動費の月額は、450,000 円又は 50,000 円のうちから各会派が選択した額に

当該会派の所属議員数を乗じて得た額とする。 

  ３ 交付対象議員に対する政務活動費の月額は、400,000 円とする。 

  ４ 第２項の規定により会派が選択した額は、当該選択した額に係る年度交付分については、変更

することができない。 

   （交付の方法） 

  第４条 政務活動費は、規則で定める政務活動費の交付日（以下「交付日」という。）における会派

及び交付対象議員に対して交付するものとする。 

  ２ 前条第２項の所属議員数は、交付日における各会派の所属議員数とする。 

  ３ 各会派の所属議員数の算定については、同一議員につき重複して行うことができない。 

  ４ 交付日において次の各号のいずれかの事由が生じたときは、当該交付日の属する月分の政務活

動費については、当該事由が生じなかったものとみなす。 

   (1) 議員の任期満了 

   (2) 議会の解散 

   (3) 議員の辞職、失職、死亡又は除名 

   (4) 議員の所属会派からの脱会又は除名 

   (5) 会派の解散 

   (6) 議員の会派への加入 

  ５ 新たに会派を結成し、又は新たに交付対象議員となり、次条第１項の規定による申請があった

場合で、当該申請のあった日が、その日の属する月の交付日前であるときは当該月分の政務活動

費から、当該交付日以後であるときは当該月の翌月分の政務活動費から交付する。 

  ６ 一般選挙が行われたため、新たに会派を結成し、又は新たに交付対象議員となり、次条第１項

の規定による申請があった場合は、前項の規定にかかわらず、当該申請のあった日の属する月分

の政務活動費から交付する。ただし、当該月分として、既に政務活動費が交付されている場合は、

別紙４ 



 
 

この限りでない。 

   （交付の申請及び決定） 

  第５条 会派の代表者（所属議員が１人である場合にあっては、当該議員をいう。以下同じ。）及び

交付対象議員は、その年度における政務活動費の交付を受けようとするときは、規則で定めると

ころにより、議長を経由して、市長に申請しなければならない。 

  ２ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請の内容を審査し、交付の決定

をしたときは、規則で定めるところにより、速やかに議長を経由して、その旨を当該会派の代表

者又は当該交付対象議員に通知しなければならない。 

   （変更の届出） 

  第６条 会派の代表者及び交付対象議員は、前条第１項の規定により申請した事項について変更が

あったときは、規則で定めるところにより、速やかに議長を経由して、その旨を市長に届け出な

ければならない。 

   （増額の申請及び決定） 

  第７条 前条の場合において、会派の所属議員の数の増加に伴い、政務活動費の増額の交付を受け

ようとするときは、当該会派の代表者は規則で定めるところにより、議長を経由して、市長に申

請しなければならない。 

  ２ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請の内容を審査し、交付の決定

をしたときは、規則で定めるところにより、速やかに議長を経由して、その旨を当該会派の代表

者に通知しなければならない。 

   （減額等の決定及び通知） 

  第８条 市長は、第４条第４項第１号、第２号若しくは第５号に該当する事由が生じたとき、又は

第６条の規定による届出があった場合において、当該届出に係る変更が第４条第４項第３号若し

くは第４号のいずれかに該当するときは、政務活動費の交付額を減額し、又は交付しないことと

することができる。この場合において、所属議員が１人である会派の当該所属議員が同項第３号

に該当したときは、同項第５号に該当するものとみなす。 

  ２ 市長は、前項の規定により政務活動費の交付額を減額し、又は交付しないことを決定したとき

は、規則で定めるところにより、速やかに議長を経由して、当該会派の代表者又は当該交付対象

議員に通知しなければならない。ただし、第４条第４項第１号、第２号又は第５号に該当する場

合で、交付しないこととしたときは、この限りでない。 

   （経理責任者の設置等） 

  第９条 政務活動費の交付を受けている会派は、政務活動費に関する経理を的確に処理するため、

所属議員の中から経理責任者１人を置かなければならない。ただし、所属議員が１人である場合

は、当該議員がその職務を行うものとする。 

  ２ 交付対象議員は、交付を受けた政務活動費の経理を的確に処理しなければならない。 

   （政務活動費を充てることができる経費の範囲） 

  第 10 条 政務活動費は、会派及び交付対象議員が行う政務活動（調査研究、研修、広報、広聴（市

民相談を含む。）、要請、陳情、各種会議の開催、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思

を把握し、その内容を市政に反映させる活動その他の住民の福祉の増進を図るために必要な活動

をいう。次項において同じ。）に資するため必要な経費に対して交付する。 

  ２ 政務活動費は、別表に定める政務活動に資するため必要な経費に充てることができるものとす

る。 

   （収入及び支出の報告等） 

  第 11 条 会派の代表者及び交付対象議員は、規則で定めるところにより、前年度の交付に係る政

務活動費の収入及び支出についての報告書（以下「収支報告書」という。）を作成し、毎年４月 30

日までに議長に提出しなければならない。 

  ２ 前項の規定により収支報告書を提出する場合においては、支出に係る領収書その他の支出を証

明する書類（以下「領収書等」という。）の写しを添えて、提出しなければならない。 

  ３ 議長は、前２項の規定による収支報告書及び領収書等の写し（以下「収支報告書等」という。）

の提出があったときは、速やかにその写しを市長に提出しなければならない。 

   （剰余金の返還） 

  第 12 条 会派の代表者及び交付対象議員は、交付された政務活動費に剰余金が生じたときは、規

則で定めるところにより、市長に返還しなければならない。 



 
 

   （交付の決定の取消し） 

  第 13 条 市長は、会派又は交付対象議員における政務活動費の支出がこの条例及びこの条例に基

づく規則の定めに違反したものであると認めたときは、当該交付の決定の全部又は一部を取り消

し、規則で定めるところにより、その旨を会派の代表者又は交付対象議員に通知するものとする。 

   （政務活動費の返還命令） 

  第 14条 市長は前条の規定により、政務活動費の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、

規則で定めるところにより、会派の代表者又は交付対象議員に期限を定めて、既に交付した政務

活動費の全部又は一部を返還するよう命ずるものとする。 

   （収支報告書等の閲覧等） 

  第 15 条 議長は、第 11条第１項及び第２項の規定により収支報告書等が提出されたときは、規則

で定めるところにより、不開示情報（川崎市情報公開条例（平成 13年川崎市条例第１号）第８条

に規定する不開示情報をいう。）が記録されている部分を除き、当該収支報告書等を一般の閲覧

に供しなければならない。この場合において、当該収支報告書等の写しの請求があったときは、

その写しを交付しなければならない。 

  ２ 前項の規定による収支報告書等の閲覧に係る手数料は、無料とする。 

  ３ 第１項の規定による収支報告書等の写しの交付を行う場合における当該写しの作成及び送付

に要する費用は、その写しを請求する者の負担とする。 

  ４ 第１項の規定により収支報告書等を閲覧し、又はその写しの交付を受けた者は、それによって

得た情報を適正に用いなければならない。 

   （準用） 

  第 16 条 第 11 条から前条までの規定は、政務活動費の交付を受けている会派が解散し、所属議員

が１人である会派の当該所属議員が辞職し、失職し、死亡し、若しくは除名され、議会が解散し、

議員の任期が満了し、又は交付対象議員でなくなった場合について準用する。この場合において、

第 11条第１項中「代表者」とあるのは「代表者であった者（所属議員が１人である会派の当該所

属議員が死亡した場合にあっては、その相続人その他の一般承継人）」と、「交付対象議員」とあ

るのは「交付対象議員であった者（交付対象議員が死亡した場合にあっては、その相続人その他

の一般承継人）」と、「前年度」とあるのは「会派が解散し、所属議員が１人である会派の当該所

属議員が辞職し、失職し、死亡し、若しくは除名され、議会が解散し、議員の任期が満了し、又

は交付対象議員でなくなった年度」と、「毎年４月 30日までに」とあるのは「速やかに」と、第

12 条、第 13 条及び第 14 条の規定中「代表者」とあるのは「代表者であった者（所属議員が１人

である会派の当該所属議員が死亡した場合にあっては、その相続人その他の一般承継人）」と、

「交付対象議員」とあるのは「交付対象議員であった者（交付対象議員が死亡した場合にあって

は、その相続人その他の一般承継人）」と読み替えるものとする。 

   （委任） 

  第 17 条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。 

     附 則 

  この条例は、平成 13年 4月 1 日から施行する。 

     附 則 略 

  別表（第 10 条関係） 

経費の区分 
支出できる経費 

内容 種類 

１ 調査研究費 会派又は交付対象議員が市の

事務、地方行財政等に関して調

査研究をするのに要する経費 

会場借上料、委託料、講師謝礼、

食糧費、印刷製本費、消耗品費、資

料購入費、旅費、バス等借上料、出

席負担金等 

２ 研修費 会派又は交付対象議員が研修

会を開催し、又は他の団体等が

開催する研修会に参加するのに

要する経費 

会場借上料、委託料、講師謝礼、

食糧費、印刷製本費、消耗品費、資

料購入費、旅費、出席負担金等 

３ 広報・広聴費 会派又は交付対象議員がその

活動若しくは市政について市民

会場借上料、印刷製本費、ホーム

ページ等製作費、食糧費、送料、旅



 
 

に広報し、又は市民の要望、意見

等の聴取若しくは市民相談を行

うのに要する経費 

費等 

４ 要請・陳情活動費 会派又は交付対象議員が国等

に対する要請又は陳情の活動を

行うのに要する経費 

印刷製本費、旅費等 

５ 会議費 会派又は交付対象議員が各種

会議を開催し、又は他の団体等

が開催する意見交換会等各種会

議に参加するのに要する経費 

会場借上料、委託料、食糧費、印

刷製本費、消耗品費、資料購入費、

旅費、出席負担金等 

６ 資料費 会派又は交付対象議員がその

活動に必要とする資料を購入

し、若しくは利用し、又は作成す

るのに要する経費 

印刷製本費、委託料、図書雑誌購

入費、新聞購読料、データベース利

用料等 

７ 人件費 会派又は交付対象議員がその

活動の補助者を雇用するのに要

する経費 

報酬・日当、交通費、社会保険料

等 

８ 事務費 会派又は交付対象議員がその

活動に係る事務を処理するのに

要する経費 

消耗品費、事務機器・備品等賃借

料、事務機器・備品等購入費、電話

料、送料等 

９ 事務所費 会派又は交付対象議員がその

活動に必要な事務所の設置及び

管理に要する経費 

事務所賃借料、維持管理費等 

 

３ 川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例施行規則（平成 13 年川崎市規則第 16号） 

   （趣旨） 

  第１条 この規則は、川崎市議会の政務活動費の交付等に関する条例（平成 13 年川崎市条例第 11

号。以下「条例」という。）の実施のため必要な事項を定めるものとする。 

   （用語） 

  第２条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。 

   （交付日） 

  第３条 条例第４条第１項の規則で定める交付日は毎月 10日とする。ただし、その日が川崎市の 

   休日を定める条例（平成元年川崎市条例第 16 号）第１条第１項に掲げる市の休日（以下「休日」

という。）に当たるときは、休日の前日を交付日とする。 

  ２ 条例第４条第６項（ただし書を除く。）の規定により政務活動費を交付する場合にあっては、前

項の規定にかかわらず、市長が指定する日を交付日とする。 

   （政務活動費交付申請書及び政務活動費交付決定通知書） 

  第４条 条例第５条第１項の規定による申請は、政務活動費交付申請書（会派用）（第１号様式）又

は政務活動費交付申請書（交付対象議員用）（第１号様式の２）によるものとする。 

  ２ 条例第５条第２項の規定による通知は、政務活動費交付決定通知書（第２号様式）によるもの

とする。 

   （政務活動費交付申請事項変更届） 

  第５条 条例第６条の規定による届出は、政務活動費交付申請事項変更届（会派用）（第３号様式）

又は政務活動費交付申請事項変更届（交付対象議員用）（第３号様式の２）によるものとする。 

   （政務活動費増額交付申請書及び政務活動費増額交付決定通知書） 

  第６条 条例第７条第１項の規定による申請は、政務活動費増額交付申請書（第４号様式）による

ものとする。 

  ２ 条例第７条第２項の規定による通知は、政務活動費増額交付決定通知書（第５号様式）による

ものとする。 

   （政務活動費減額等決定通知書） 

  第７条 条例第８条第２項の規定による通知は、政務活動費減額等決定通知書（第６号様式）によ 



 
 

   るものとする。 

   （請求書の提出） 

  第８条 会派の代表者及び交付対象議員は、毎月、当該月分の政務活動費について、川崎市金銭会 

計規則（昭和 39 年川崎市規則第 31号。以下「金銭会計規則」という。）第 82 条の規定により請 

求書を提出しなければならない。 

   （支出の手続及び書類の保存期間） 

  第９条 条例第 10 条に規定する経費の支出は、会派にあっては会派の代表者の決定を経て経理責 

任者が処理し、交付対象議員にあっては当該交付対象議員が処理するものとする。 

  ２ 経理責任者及び交付対象議員は、経費を支出したときは、領収書その他の支出を確認する書類 

（以下「支出確認書類」という。）を徴しなければならない。この場合において、支出確認書類を 

徴することができないときは、会派にあっては会派の代表者、交付対象議員にあっては当該交付 

対象議員が作成する支払証明書（以下「支払証明書」という。）をもってこれに代えることができ 

る。 

  ３ 経理責任者及び交付対象議員は、毎年度、会計帳簿を調製し、前項に規定する支出確認書類及

び支払証明書を整理した上、これらを収支報告書を提出した日の属する年度の翌年度の４月１日

から起算して５年を経過する日まで保存しなければならない。 

   （政務活動費収支報告書） 

  第 10 条 条例第 11 条第１項の規定による収支報告書の提出は、政務活動費収支報告書（会派用） 

   （第７号様式）又は政務活動費収支報告書（交付対象議員用）（第７号様式の２）によるものとす 

る。 

   （剰余金の返還） 

  第 11 条 条例第 12 条の規定による剰余金の返還は、市長の発行する納付書により、速やかに行う 

   ものとする。 

   （交付の決定の取消通知） 

  第 12 条 条例第 13 条の規定により政務活動費の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、

取消しの内容及び理由を記載した書面により通知するものとする。 

   （返還命令） 

  第 13 条 条例第 14 条の規定による返還命令は、返還の期限その他必要な事項を記載した書面によ

り行うものとする。 

  ２ 条例第 14 条の規定による政務活動費の返還は、金銭会計規則第 52 条又は第 60 条の規定によ

り行うものとする。 

   （収支報告書等の閲覧等） 

  第 14 条 条例第 15 条第１項の規定による収支報告書等の閲覧は、政務活動費の交付を受けた日の

属する年度の翌年度の６月 30日から、議会局において休日を除く日の午前８時 30 分から午後５

時まで行うものとする。 

  ２ 前項の収支報告書等を閲覧する者は、当該収支報告書等を汚損し、又は破損することがないよ

うにしなければならない。 

  ３ 条例第 15 条第３項に規定する収支報告書等の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とす

る。 

   （準用） 

  第 15 条 第９条第３項及び第 10 条から前条までの規定は、政務活動費の交付を受けている会派が

解散し、所属議員が１人である会派の当該所属議員が辞職し、失職し、死亡し、若しくは除名さ

れ、議会が解散し、議員の任期が満了し、又は交付対象議員でなくなった場合について準用する。

この場合において、第９条第３項中「経理責任者」とあるのは「経理責任者であった者（所属議

員が１人である会派の当該所属議員が死亡した場合にあっては、その相続人その他の一般承継

人）」と、「交付対象議員」とあるのは「交付対象議員であった者（交付対象議員が死亡した場合

にあっては、その相続人その他の一般承継人）」と読み替えるものとする。 

     附 則 

   この規則は、平成 13 年 4 月 1 日から施行する。 

     附 則 略 

 


